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にかほスポットプレゼンター募集

観光課☎４３－３２３０問

９

５ 除雪作業にご協力ください 建設課☎３８－４３０６問８ 凍結・漏水にご注意ください ガス水道局☎３７－３１３１問

６ 高齢者世帯等雪下ろし支援事業 子育て長寿支援課☎３２－３０４２／福祉課☎３２－３０３４問

　　　　　　　　　　担当地区

鈴、平沢、琴浦、室沢、院内、杉山、田抓、上小国、

堺、百目木、石田、横根、馬場、小国、畑、水沢、

桂坂、下坂、上坂、冬師、釜ケ台

芹田、三森、両前寺

中野、畑、東畑、立居地、三日市、伊勢居地、寺田、

樋ノ口

金浦地域（旧国道、旧国道東側）、前川、大竹

金浦地域の狭い路線

大竹

前川

金浦７町内

平沢（十二ノ前）

大須郷

　　　　　　　　　　担当地区

北部工業団地、大塩越、中橋町、浜の町、大町、向山、

島、大谷地、立石、建石、関、妙見町

島、中橋町、一丁目塩越、二丁目塩越の狭い路線

本郷、横岡、舟岡、水岡、目貫谷地

長岡、大森、大飯郷、長坂線、大須郷、小砂川、

観音森、飛、黒川、金浦地域（旧国道西側）

武道島、桜ケ丘、四隅池、鳥の海、鳥屋森、大砂川、

川袋

中ノ沢、洗釜、小滝、石名坂、大境、目貫谷地、

水岡の狭い路線

象潟歩道

観音森

横岡

上坂歩道の一部（県道）

　　担当

㈲ステップ建設

☎４４−２５８８

㈱須藤商店

☎４３−６５２２

齋藤建設㈱

☎４４−２２１６

森建設工業㈱

☎４４−２３１１

拓進開発興業㈲

☎４４−２２００

㈱兼松工務店

☎４４−２１５１

佐々木工業㈱

☎４３−２１０８

矢部　厚雄

佐藤　勝弥

佐藤　和男

　　担当

仁賀保作業班

☎３８−４３０６

三共㈱

☎３７−３０５５

あべ建設㈱

☎３７−３０９９

コマツ建設㈱

☎３８−２２５０

須田興業

☎３８−２５０９

佐々木　誠

池田　美彦

越川　和男

渡辺　敏一

須藤　初男

◆除雪の路線には順序があります

　　作業は早朝から開始しますが、バス路線や通勤・

　通学路を優先的に行います。

◆路上駐車は絶対にやめましょう

　　路上駐車の車両があると、除雪作業の障害になり、

　多くの人の迷惑になるので絶対にやめましょう。

◆道路に雪を出すことはやめましょう

　　道路への排雪は、交通事故の原因になりますので

　絶対にやめましょう。

◆除雪車には絶対に近づかないでください

　　除雪は大型車両で行うため、運転者の視界は狭く

　なっています。事故を防ぐため、車両に対して無理

　な追い越しや接近などはしないでください。

１　助成対象世帯

　　市民税非課税世帯で次のいずれかに該当する

　世帯

（１）６５歳以上の高齢者のみの世帯

（２）障がいがある方が同居する世帯

（３）ひとり親世帯（子が１８歳以下）

２　助成対象の範囲

（１）居住する住宅の雪下ろし（車庫等は除く）

（２）屋根からの落雪等による住宅への危険を避

　　　けるための最小限の除排雪

３　助成内容

　　業者に支払う雪下ろし費用の半額

　　（１年度内２回まで）

　　※上限は１回４５，０００円

　　（千円未満は切り捨て）

４　その他

　　対象世帯が限定される

　制度のため、該当するか

　どうかは事前に担当課に

　お問い合わせください。

◆重要物には目印を

　　除雪で損傷を受けないよう、注意が必要な場所

　や構造物がある場合は、赤い布をつけた竿を立て

　るなど、目印を付けてください。

◆除雪要望は地区会長へ

　　除雪を迅速に行うためには、現場の情報を正確

　に把握することが必要です。除雪の依頼は必ず各

　地区会長へ連絡してください。

◆各自で手直しのご協力をお願いします　

　　作業時に各戸の玄関等の出入口をふさいでしま

　う場合があります。ご面倒でも各自で手直しのご

　協力をお願いします。

　　建設業者や作業代行者などに屋根の雪下ろしを依頼した場合、次の要件を満たす世帯には支援制度があります。

「ハッピークリスマス」

　会　場 ＪＲ仁賀保駅待合室ギャラリー

　出展者　にかほ保育園

まちづくり推進課☎４３－７５１０

「たのしい たのしい メリークリスマス！！」
　会　場　仁賀保公民館

　出展者　ベルニナ教室

仁賀保公民館☎３７－３１２１

「陶芸作品展」
　会　場　金浦公民館

　出展者　金浦陶芸クラブ

　　金浦公民館☎３８－２０４９

「メリークリスマス」
会　場　象潟公民館

　出展者　渡辺シヅエ氏（馬場）

　　象潟公民館☎４３－２２２９
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にかほ夢ギャラリー １２月のご案内７

　敷地内の水道管が老朽化等によりひび割れなどを起こし、漏水して

しまうことがあります。特に冬期間は凍結により水道管の破損が起こ

りやすくなります。露出している水道管へ保温材を巻きつけたり、夜

間の水抜きなど十分な対策をしてください。  

◆水道メーターの確認について

　水道使用量が増えたときは漏水の疑いがありますので、以下の手順で水道メーターを確認してください。

地中・床下や壁の中など目視では分からない箇所から漏水していることもありますので、定期的に確認する

ことをおすすめします。

確認方法

①家中の蛇口を全て閉めます。

②不凍栓（凍り止め）は全開、全閉かを確認します。

※半開きになっていると地下に水が流れるため水漏れの原因となります。

③水道メーターのパイロット（銀色の円盤）が止まっているか確認します。

　パイロットが回っていると漏水の可能性があります。漏水の可能性がある

　場合には、にかほ市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

　（工事代はお客さまの負担となります）
※水道管の破損等による漏水のため上下水道料金が高額になった場合、料金の一部が減免

　になる制度があります。ただし、蛇口の閉め忘れなど減免の対象とならない場合もあり

　ますので、詳しくはガス水道局へお問い合わせください。

◆空家・畑などのメーターについて

　ふだん使用が少ない空家や畑の水道は、凍結の恐れが高くなります。また、いたずらで使用される可能性

もありますので、水道を使用しない時期は水道メーターを外すことをおすすめします。空家については、ガ

ス水道局へ使用中止の届出をお願いします。畑については、ご使用者さまからにかほ市指定給水工事事業者

へ依頼していただくことになります。

パイロット（銀色の円盤）

回っていないか確認しましょう

１０
秋田県総合県税事務所　課税第二課

　　　　　　　　　　　☎０１８－８６０－３３４１

にかほ市農業委員会事務局☎３８－４３０８

　免税証（農業用）の交付を希望する方は、必要書類

をご用意のうえ、下記の会場で申請手続きをしてくだ

さい。総合県税事務所由利支所での受け付けは、２月

３日㈪からとなります。

期日 １２月１９日㈭

時間 １０：００～１１：３０／１３：００～１５：００

会場　象潟構造改善センター　１階　研修室

軽油引取税免税証（農業用）
交付申請の集合受付について
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【必要書類等一覧表】

※機械の追加・入れ替えがあれば必要です。

　市では「市のＰＲに自分も貢献したい」「にかほ

市のいいところを知ってもらいたい」といったお声

を受け「にかほスポットプレゼンター（にかほＳＰ）」

を募集しています。市の風景、グルメ、イベント、

遊び等の観光スポットやニュースなどにスポットラ

イトをあて、自身のＳＮＳアカウントに【#にかほ市】

【#にかほSP（※SPは半角）】を付けて投稿し、市の

魅力を広くＰＲしていただける方のご応募をお待ち

しいます。プレゼンターのアカウントは、市ＨＰ内

で紹介させていただきます。

　詳しくは市ＨＰをご覧ください。

ステップ①…ＨＰで申請書をダウンロード

ステップ②…申請書に必要事項を記入

ステップ③…申請書を観光課に提出

ステップ④…審査後に認定書が届く

にかほＳＰ登録手順

　　　　登録完了！

ＰＲよろしくお願いします


